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人
事
院
（
江
利
川
毅
総
裁
）
は
九
月
三
〇

日
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
に
関
す
る

勧
告
に
併
せ
て
、
国
家
公
務
員
の
定
年
を
段

階
的
に
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
国
家

公
務
員
法
な
ど
の
改
正
に
つ
い
て
の
意
見
の

申
出
を
発
表
し
た
。
六
五
歳
へ
の
引
き
上
げ

は
、
年
金
の
報
酬
比
例
部
分
の
引
き
上
げ
が

完
了
す
る
二
〇
二
五
年
度（
平
成
三
七
年
度
）

か
ら
と
す
る
内
容
で
、
六
〇
歳
を
超
え
た
職

員
の
年
間
給
与
を
六
〇
歳
前
の
七
割
に
設
定

す
る
こ
と
な
ど
も
提
起
し
た
。

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

　

厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
、
老
齢
基

礎
年
金
部
分
が
二
〇
一
三
年
四
月
に
六
五
歳

へ
の
引
き
上
げ
を
終
わ
る
。
同
時
期
か
ら
、

今
度
は
報
酬
比
例
年
金
部
分
の
支
給
開
始
年

齢
が
六
一
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
を
は
じ

め
と
し
て
三
年
ご
と
に
一
歳
ず
つ
引
き
上
げ

ら
れ
、
二
〇
二
五
年
四
月
に
六
五
歳
引
き
上

げ
が
完
了
す
る
。

　

六
五
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
は
、
民
間

企
業
に
つ
い
て
は
、
改
正
高
齢
者
雇
用
対
策

法
で
す
で
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
公
務

に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本

法
の
な
か
で
、
定
年
を
段
階
的
に
六
五
歳
に

引
き
上
げ
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
を
規
定

し
て
お
り
、
人
事
院
で
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
、

研
究
会
で
の
議
論
も
含
め
、
定
年
に
関
す
る

制
度
と
運
用
の
見
直
し
の
方
策
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
た
。

　

そ
の
方
策
に
つ
い
て
定
年
の
引
き
上
げ
で

は
な
く
、
再
任
用
（
い
わ
ゆ
る
再
雇
用
）
を

六
五
歳
ま
で
義
務
化
す
る
と
い
う
選
択
肢
も

あ
っ
た
が
、
人
事
院
は
最
終
的
に
定
年
の
引

き
上
げ
を
選
ん
だ
。

　

そ
の
理
由
に
つ
い
て
人
事
院
は
、
現
在
の

公
務
に
お
け
る
再
任
用
は
定
年
前
よ
り
職
責

が
低
い
係
長
・
主
任
級
の
短
時
間
勤
務
の
ポ

ス
ト
で
、
補
完
的
な
職
務
に
従
事
さ
せ
る
こ

と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
再
任
用
を

希
望
者
全
員
を
六
五
歳
ま
で
雇
用
す
る
仕
組

み
と
す
る
こ
と
は
、
公
務
の
職
務
が
政
策
の

立
案
な
ど
の
管
理
・
事
務
・
技
術
的
な
業
務

が
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
十
分
機
能
す
る

こ
と
は
難
し
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。

七
割
設
定
は
民
間
を
参
考

　

意
見
申
出
の
内
容
を
詳
細
に
み
て
い
く
と
、

二
〇
一
三
年
度
か
ら
三
年
に
一
歳
ず
つ
定
年

を
引
き
上
げ
て
い
き
、
二
〇
二
五
年
度
に
は

六
五
歳
定
年
と
す
る
。

　

六
〇
歳
を
超
え
る
職
員
の
給
与
は
、
た
と

え
六
〇
歳
前
と
同
じ
職
務
を
行
う
場
合
で
も

六
〇
歳
前
の
七
〇
％
（
ボ
ー
ナ
ス
の
年
間
三

カ
月
分
を
含
む
）
に
設
定
す
る
（
図
）。
六

〇
歳
台
前
半
層
の
民
間
企
業
従
業
員
の
年
間

所
得
（
給
与
の
ほ
か
在
職
老
齢
年
金
、
公
的

給
付
含
む
）
が
、
五
〇
歳
台
後
半
層
の
約
七

〇
％
で
あ
る
こ
と
を
設
定
の
根
拠
と
し
た
。

若
年
の
意
欲
維
持
に
も
配
慮

　

定
年
引
き
上
げ
に
よ
り
管
理
職
の
在
職
期

間
が
長
く
な
る
場
合
、
若
年
層
や
中
堅
層
の

意
欲
や
組
織
の
活
力
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
、
能
力
や
実
績
に
も
と
づ
く
人
事

管
理
の
徹
底
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

こ
う
し
た
人
事
管
理
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
本
府
省
の
局
長
、
部
長
、
課
長
な
ど

の
一
定
の
範
囲
の
管
理
職
が
六
〇
歳
に
達
し

た
場
合
に
他
の
官
職
に
移
動
さ
せ
る
「
役
職

定

年

制
」
を

導
入
す

る
こ
と

を
提
起

し
た
。

　

働
き

方
に
つ

い
て
は
、

希
望
し

た
場
合

に
は
短

時
間
勤

務
の
職

務
に
就

く
こ
と

が
で
き

る
仕
組

み
を
導

入
す
る

と
し
て

い
る
。

こ
れ
に

よ
り
、

若
年
層

の
新
規

採
用
や

職
員
の

昇
進
可

ト
ピ
ッ
ク
ス

公
務
員
の
定
年

3

人
事
院
が
65
歳
へ
の
段
階
的
引
き
上
げ
を
具
申

〔年間給与〕
① 718.9万円

② 786.6万円

〔年間給与〕

高年齢雇用継続基本給付金 （①・②）2.8 万円 （年額）

○ 60歳を超える職員の給与は、民間企業従業員の60歳台前半層の年間所得が50歳台後半層の年間給与の約70％
であることを踏まえ、その年間給与を60歳前の70％に設定

50歳台後半層の従業員
（製造業（管理・事務・技術)）

60歳台前半層の従業員
（製造業（管理・事務・技術)）

① 35.1万円 （年額）

② 30.7万円 （年額）

① 509.0万円

② 534.7万円

（50歳台後半層の年間給与の70.8％）

（同68.0％）

図　60歳を超える職員の給与水準の設定

【年間所得】

（①は企業規模10人以上の場合、②は企業規模100人以上の場合）《民間企業従業員の年間給与等》

在職老齢年金

① 471.1万円

② 501.2万円

（注１）�年間給与は、「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）の〔製造業（管理・事務・技術労働者、男女計）〕の平成 20 年～ 22
年を基に、３年平均を算出。

（注２）�年間所得は、年間給与に、在職老齢年金及び高年齢雇用継続基本給付金を加算した推計額。
　　　　�　在職老齢年金及び高年齢雇用継続基本給付金は、「賃金構造基本統計調査」（上記）、「厚生年金保険・国民年金事業年報（平

成 21 年度）」及び「雇用保険事業年報（平成 21 年度）」（いずれも厚生労働省）を基に、試算（試算に当たって、高年齢雇
用継続基本給付金は、雇用保険の労働者負担の割合に応じて減額）。
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能
性
を
確
保
で
き
る
と
し
て
い
る
。
短
時
間

勤
務
を
選
択
し
た
職
員
の
俸
給
月
額
は
時
間

比
例
で
減
額
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
く
人
事
管
理

を
徹
底
す
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

適
材
適
所
の
人
事
や
、
短
期
間
で
頻
繁
に
異

動
さ
せ
る
人
事
運
用
を
見
直
し
て
職
員
の
専

門
性
を
強
化
す
る
こ
と
を
あ
げ
た
。
採
用
年

次
を
配
慮
し
た
昇
進
を
排
し
、
管
理
能
力
が

不
十
分
な
職
員
は
ラ
イ
ン
管
理
職
に
就
け
な

い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
も
盛
り
込
ん
で
い

る
。

早
期
退
職
の
支
援
措
置
も
用
意

　

こ
れ
ら
の
定
年
引
き
上
げ
措
置
を
円
滑
に

行
う
た
め
、
公
務
全
体
で
取
り
組
む
べ
き
施

策
も
提
示
し
た
。

　

第
一
は
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
の
整
備
や
、

公
益
法
人
や
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
）
な
ど
へ
の
職
員
の
外
部
派
遣
。
目

的
は
、
公
務
内
外
で
の
職
員
の
能
力
・
経
験

の
活
用
だ
と
し
て
い
る
。

　

早
期
退
職
を
支
援
す
る
措
置
も
あ
げ
た
。

主
体
的
な
早
期
退
職
を
支
援
す
る
た
め
、
定

年
前
に
退
職
す
る
高
齢
層
職
員
の
退
職
手
当

に
つ
い
て
、
定
年
退
職
に
比
べ
て
不
利
に
扱

わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
の
措
置
を
適

切
に
講
じ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
段
階
的
な
定
年
引
き
上
げ
の

期
間
中
に
は
、
新
規
採
用
者
数
の
大
幅
な
減

少
や
職
員
の
年
齢
構
成
の
ゆ
が
み
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
規
採
用
を
安

定
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
定
員
上
の
経
過
措
置
を
適
切
に
講
じ
る

と
し
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
労
働
大
学
校
（
埼
玉
県
朝

霞
市
）
を
会
場
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災

で
被
災
し
た
東
北
三
県
の
学
生
ら
を
対
象

と
し
た「
埼
玉
・
東
京
就
職
応
援
面
接
会
」

が
九
月
二
〇
、
二
一
の
両
日
開
か
れ
た
。

　

主
催
し
た
の
は
、
厚
生
労
働
省
、
埼
玉

労
働
局
、
東
京
労
働
局
、
埼
玉
新
卒
応
援

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
東
京
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
。
二
日
間
で
六
〇
社
以
上
が
参
加

し
、
三
県
か
ら
バ
ス
で
駆
け
つ
け
た
一
二

〇
人
以
上
が
参
加
し
た
。
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
は

会
場
の
提
供
で
面
接
会
に
協
力
し
た
。

■　
　
　
　

■　
　
　
　

■

　

面
接
会
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で

就
職
環
境
が
厳
し
い
岩
手
、
宮
城
、
福
島

の
三
県
で
就
職
活
動
を
す
る
来
春
卒
業
予

定
の
学
生
の
ほ
か
、
三
年
以
内
の
既
卒
者

も
対
象
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　

参
加
者
は
二
日
間
で
一
二
〇
人
以
上
。

面
接
会
の
前
日
の
一
九
日
夜
に
、
バ
ス
五

台
で
三
県
か
ら
到
着
し
、
大
学
校
に
宿
泊

し
て
翌
日
か
ら
の
二
日
間
の
就
職
活
動
に

の
ぞ
ん
だ
。

　

参
加
企
業
数
は
、
二
日
間
の
合
計
で
東

京
か
ら
が
二
六
事
業
所
、
埼
玉
か
ら
が
三

八
事
業
所
。
求
人
件
数
の
合
計
は
一
三
四

件
で
、
求
人
数
は
七
五
三
人
に
の
ぼ
っ
た
。

　

埼
玉
労
働
局
の
小
野
寺
徳
子
・
職
業
安

定
部
長
に
よ
る
と
、
一
カ
月
前
か
ら
面
接

会
を
準
備
し
、
当
初
は
面
接
会
の
参
加
に

手
を
挙
げ
る
学
生
が
少
な
か
っ
た
が
、
求

人
情
報
が
提
供
さ
れ
始
め
た
ら
参
加
申
し

込
み
が
増
え
た
と
い
う
。
面
接
会
会
場
で

小
野
寺
部
長
は
「
文
系
の
学
生
も
喜
ぶ
求

人
が
含
ま
れ
て
い
る
。
介
護
分
野
な
ど
専

門
職
的
な
求
人
も
多
い
」
と
説
明
し
た
。

　

参
加
者
が
希
望
す
る
就
職
エ
リ
ア
は
、

県
内
志
向
が
強
い
が
、
次
に
選
択
す
る
の

が
関
東
地
方
だ
と
い
い
、
今
回
参
加
し
た

学
生
に
つ
い
て「
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
」

と
話
し
た
。

　

面
接
会
で
は
、
参
加
者
は
待
合
室
の
大

き
な
ホ
ー
ル
で
、
面
接
を
希
望
す
る
企
業

の
番
号
札
を
と
り
、
待
機
す
る
。
番
号
順

に
名
前
が
呼
ば
れ
る
と
、
企
業
ブ
ー
ス
が

設
置
さ
れ
て
い
る
別
室
に
移
動
し
、
面
接

を
う
け
る
方
式
で
行
わ
れ
た
。

　

東
京
・
千
代
田
区
に
本
社
を
置

く
あ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
会
社
の
採

用
担
当
者
に
話
を
聞
く
と
、「
被
災

地
で
も
仕
事
を
多
く
抱
え
、
新
規

採
用
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
四
〇

人
～
五
〇
人
の
採
用
を
予
定
し
て

い
る
」
と
参
加
の
動
機
を
語
っ
た
。

　

一
五
〇
人
規
模
の
紙
パ
ル
プ
企

業
（
同
・
中
央
区
）
は
「
社
員
寮

も
保
有
し
て
お
り
、
三
県
の
学
生

が
求
め
る
条
件
と
合
致
す
る
」
と

し
て
参
加
を
決
め
た
と
い
う
。

　

音
響
、
映
像
設
備
の
設
計
、
施
工
な
ど

を
行
う
企
業
（
同
・
千
代
田
区
）
の
ベ
テ

ラ
ン
人
事
担
当
者
は
「
少
し
で
も
被
災
地

の
学
生
を
支
援
し
た
い
」
と
語
っ
た
。
同

社
は
今
年
三
月
に
も
仙
台
の
被
災
者
を
一

人
採
用
し
、
い
ま
は
大
阪
で
研
修
に
励
ん

で
い
る
と
い
う
。

　

待
合
室
で
緊
張
し
た
表
情
を
見
せ
て
い

た
宮
城
県
の
専
門
学
校
の
女
学
生
は
、
仙

台
空
港
の
近
く
に
あ
っ
た
お
父
さ
ん
の
職

場
が
被
災
し
た
と
明
か
し
た
。
希
望
の
業

種
は
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
と
話
し
た
。
東
京

の
大
学
を
卒
業
し
、
福
島
県
で
県
立
高
校

の
講
師
を
し
て
い
た
既
卒
の
女
性
は
「
教

育
関
係
の
仕
事
を
見
つ
け
た
い
」
と
話
し

た
。

被
災
３
県
か
ら
120
人
の
就
活
生
が
参
加

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
労
働
大
学
校
で
開
催
／
埼
玉
・
東
京
就
職
応
援
面
接
会




